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答 申 書 

 

 

第１ 審査会の結論 

「熊本県福祉総合相談所長（以下「処分庁」という。）が審査請求人に対し

て行った身体障害者手帳交付申請却下処分（以下「本件処分」という。）に係

る令和元年（２０１９年）８月３０日付け審査請求（以下「本件審査請求」

という。）は、棄却されるべきである」とする審査庁の判断は、妥当である。 

  

第２ 審査関係人の主張の要旨 

１ 審査請求人 

審査請求人は、平成２８年（２０１６年）１１月１８日の自転車運転中に

ワゴン車に衝突され、左半身を打撲する事故に遭った。事故以来、歩行に支

障が生じ、1 か月後からは、立ち上がろうとしても下肢が震え、立ち上がる

こともできず完全に歩行困難となり、車椅子生活を余儀なくされた。○○病

院の後遺障害診断書（平成３１年（２０１９年）３月２２日付け）によれば、

左から車に突進された外傷を契機として何らかのＭｙｅｌｏｐａｔｈｙ（脊

髄障害）が生じた可能性は否定できず、また、症候学的には何らかの脊髄損

傷による影響は否定できないとされており、頚髄不全損傷による運動機能障

害の可能性は客観的に認められるというべきである。 

また、後遺障害があり、身体が不自由なのに、画像だけの判断で却下され

るのはおかしい。身体を見てから決めるのが筋道ではないか。 

よって、本件処分の取消しを求める。 

２ 審査庁 

審理員意見書のとおり、本件審査請求は棄却されるべきである。 

諮問番号：令和 2 年度（2020 年度）諮問第 3 号 

答申番号：令和 2 年度（2020 年度）答申第 4 号 
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第３ 審理員意見書の要旨 

１ 結論 

本件処分に違法又は不当な点はなく、本件審査請求は棄却されるべきであ

る。 

２ 理由 

身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号。以下「法」という。）第

１５条第４項の規定に基づき、都道府県知事は、障害が法別表に掲げるもの

に該当するか否か審査することとされており、本県においては、「身体障害

者障害程度等級表の解説（身体障害認定基準）について」（平成１５年（２

００３年）１月１０日障発０１１０００１号厚生労働省社会・援護局障害保

健福祉部長通知）を判断の基準としている。 

本件審査請求に係る身体障害者診断書・意見書（以下「当初診断書」とい

う。）について、処分庁は、当初診断書の不備等のため、○○町を通して当

初診断書を作成した医療機関に補正を依頼し、補正後の当初診断書（以下「本

件診断書」という。）及び以前に受診を行った医療機関からの診療情報提供

書等（以下「前医情報提供書」という。）の提出を受けた。本件診断書には、

障害の程度は１級相当に該当するとされているものの、本件診断書と前医情

報提供書の情報との間に乖離があるため、処分庁は、医学的専門知識が必要

として、平成３１年（２０１９年）４月２４日に熊本県障害程度審査委員会

（以下「程度審査会」という。）に諮問を行った。程度審査会では、「筋力と

ＡＤＬに整合性が見いだせない」という理由から保留扱いとなり、処分庁は、

再度本件診断書を作成した医療機関に診断を求めたが、本人が痛がって受診

できないとの理由で、具体的な根拠は追加されないまま本件診断書が返送さ

れた。 

これを受けて、処分庁は、令和元年（２０１９年）６月２６日に再度程度

審査会に諮ったところ、判定が困難であるため、令和元年（２０１９年）７

月２９日に熊本県社会福祉審議会（以下「審議会」という。）に諮問を行っ

た。 
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審議会においては、「診断書からは四肢の運動機能障害が示唆されるが、

強い疼痛を伴っていることから、診断書の信ぴょう性に問題がある。ＭＲＩ

にて椎間板のヘルニア以外には明らかな器質的病変を認めず、ＭＥＰ検査も

正常であり、運動神経障害の可能性は低い。診断書のＭＭＴ、ＡＤＬと実生

活にも乖離あり。診断医へ追加記載の依頼をするも、本人が痛がって測定不

可能と、追加記載なく再提出。以上から、疼痛による運動機能への影響はあ

るが、頚髄不全損傷による運動機能障害の可能性が客観的に乏しく、却下妥

当」との答申がなされたため、処分庁は、却下相当という結論に達し、本件

処分を行ったものである。 

以上の理由により、処分庁は、法令等の規定に基づき所要の手続を経た上

で本件処分を行っており、却下相当と判断したことは、違法又は不当である

とは認められない。 

 

第４ 調査審議の経過 

 令和２年（２０２０年） ７月１５日 審査庁から諮問 

              ８月２１日 第１回審議 

              ８月２７日 行政不服審査法（平成２６年法律

第６８号）第７４条の規定による

調査 

９月１０日 第２回審議 

             １０月 ９日 第３回審議 

 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件審査請求に係る審理手続 

本件審査請求に係る審理手続は、適正に行われたものと認められる。 

２ 本件処分の適法性及び妥当性 

（１）本件処分に係る法令等の規定について 

法第１５条第１項では、「身体に障害のある者は、都道府県知事の定め

る医師の診断書を添えて、その居住地（略）の都道府県知事に身体障害者
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手帳の交付を申請することができる。」とされており、同条第４項では、

「都道府県知事は、第１項の申請に基いて審査し、その障害が別表に掲げ

るものに該当すると認めたときは、申請者に身体障害者手帳を交付しなけ

ればならない。」とされている。また、身体障害者福祉法施行令（昭和２

５年政令第７８号。以下「令」という。）第５条第１項では、「その障害が

法別表に掲げるものに該当しないと認めるには、地方社会福祉審議会に諮

問しなければならない。」とされている。 

 「身体障害者手帳に係る交付手続き及び医師の指定に関する取扱いにつ

いて」（平成２１年（２００９年）１２月２４日障発１２２４第３号厚生

労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「部長通知」という。）

第一２（１）では、「都道府県知事は、申請時に提出された診断書・意見

書に疑義又は不明な点がある場合は、必要に応じて、診断書・意見書を作

成した医師に対して申請者の障害の状況につき照会するものとする。」と

されており、部長通知第一２（２）では、（１）による照会によっても法

別表に掲げるものに該当するか否かについて疑いがあるとき等は、「必要

に応じて、再検査、追加検査又は別の指定医による診断等を受けるよう指

導することができるものとする。」とされている。また、部長通知第一２

（３）では、（１）及び（２）によっても、なお障害が法別表に掲げるも

のに該当するか否かについて疑いがあるとき等は、令第５条の規定に準じ

て、地方社会福祉審議会に諮問することとされている。 

 これらのことから、障害の判定に当たっては、診断書及び診断書を作成

した医師への照会結果等に基いて審査し、その結果、障害が法別表に該当

するか否か疑義がある場合及び却下する場合にあっては、地方社会福祉審

議会が医学的・専門的な観点から調査審議を行い、その答申を受けて、処

分庁が判定を行うものである。 

（２）本件処分について 

   本件処分において、処分庁は、本件診断書及び前医情報提供書の内容

から、医学的専門知識が必要と判断し、程度審査会に２回の諮問を行っ

ている。程度審査会への初回の諮問の結果、再度本件診断書を作成した
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医療機関に照会を行うこととなったが、本人が痛がって測定不可能なた

め、具体的な根拠は追加されないまま本件診断書が返送され、２回目の

諮問では、判定が困難であるとして、審議会に諮問が行われている。 

   審議会の答申に関して、その判断の根拠を明らかにするため、当審査

会から審査庁に対し、審議会の審議内容に関する資料の提出を求めてい

る。提出された資料によると、審議会では、本件診断書の内容及び前医

医情報提供書中の○○病院からの診療情報提供書（平成３１年（２０１

９年）１月２９日付け）に記載されたＭＲＩ検査並びにＭＥＰ検査の情

報等を総合的に考慮し、「頭部ＭＲＩ及び全脊椎ＭＲＩにてＣ５／Ｃ６椎

間板の軽度ヘルニア以外には脊髄圧排や髄内信号変化等明らかな器質的

病変を認めていないこと、ＭＥＰ（運動誘発電位）検査で正常であった

ことから、運動神経障害の可能性は低い。」との理由から、障害認定につ

いて不適当と判断している。 

このことから、審議会では、「疼痛による運動機能への影響はあるが、

頚髄不全損傷による運動機能障害の可能性が客観的に乏しく、却下妥当」

との答申がなされた。この答申を受けて、処分庁は、審査請求人の障害が

法別表に掲げるものに該当しないとして本件処分を行っている。 

   上記のとおり、処分庁は、審議会の医学的・専門的な観点に基づく答

申を受けて本件処分を行っており、この処分庁の判断に不合理な点は認

められない。 

３ 結論 

以上のとおり、本件処分に違法又は不当な点は認められないから、本件審

査請求は棄却されるべきであるとする審査庁の判断は、妥当である。 

 

 

熊本県行政不服審査会 第２部会 

委 員  大日方 信 春   

委 員  仲 次 利 光   

委 員  中 園 三千代   


